
　(2)当金庫において、(一社)しんきん保証基金保証付のしんきんカードローンを保有

　　 されていない方。

　(3)当金庫の会員資格を有する方。

　　①当金庫の営業地区内に住所または居所を有する方。

　　②当金庫の営業地区内の事業所に勤務されている方。

　(5)(一社)しんきん保証基金(以下、基金といいます。)の保証が受けられる方。

  (6)運転免許証またはパスポートをお持ちの方。

　　※２０２０年２月４日以降に申請されたパスポートはお手続きできません。

　(7)当金庫に普通預金口座を保有され、犯罪収益移転防止法上の取引時確認が完了

(貸越極度額)

利息の支払方法

利息の計算方法
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商品名 ＷＥＢ完結型カードローン(5-2)

ご契約期間 ・ご契約日から３年目の応当日の属する月の末日（随時返済型）

お使いみち ・自由。

    ※普通預金口座をお持ちでない方は、「ＷＥＢ完結型カードローン」をご利

     されている方。

・当金庫のご融資総額が７００万円を超える場合は、会員の方に限ります。

保 証 料 ・保証料率はご融資利率に含めます。

連帯保証人

ご融資限度額 ・１０万円以上５０万円以内で１０万円単位の５種類

　(4)日本国籍を有する方、または永住者もしくは特別永住者で、行為能力者の方。

　  　　派遣社員・パート等非正規社員の方は、安定継続した収入があると認められ

　　　　る方。（年収１５０万円以上または、年収９０万円以上で家族と同居されて

　　　　いる方。）

　　　　産前産後休業中または育児休業中の方は、休業後に復職し、安定継続した

      用いただけません。

　　　　収入が見込める場合には、ご申告によりお取扱いが可能です。
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　は当座貸越残高へ組入れます。

・不要です。

・毎日のお借入残高に、１年を３６５日として付利単位を１００円とする日割り計算

　となります。

担　　保

手 数 料 等

萩山口信用金庫

・不要です。

会　　員

・不要です。

・ＡＴＭ等で随時ご返済いただきます。

　（フリーローンを含む）の現在残高（当座貸越の場合は貸越極度額）の合計額が

ご利用いただ

ご融資利率 ・固定金利。当金庫所定の金利を適用させていただきます。

ご返済方法

・毎年３月と９月の第２土曜日の翌日に、カードローン口座より自動引き落としまた

　３,０００万円以内とします。

ける方

　ただし、今回の申込金額と他信用金庫取扱分を含めた基金保証付消費者ローン

　(1)年齢が満２０歳以上６５歳未満で、安定継続した収入がある方。

    ・安定継続した収入について

・次の条件をすべて満たす個人の方。

　までとします。原則、以後３年毎期限前に再審査し自動更新いたします。

　ただし、自動更新時に満７０歳以上の方は更新されません。



苦情処理措置 ・

紛争解決措置

・

そ の 他

・審査の結果ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承願います。
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ＷＥＢ完結型カードローン(5-2)商品名

　：03-3595-8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）の仲裁センター等で

  なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。

　日に、上記総合企画部または全国しんきん相談所（9時～17時、電話：03-3517-58

  上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。

　25）までお申し出ください。

・ご融資利率等につきましては当金庫本支店窓口にお問合せください。

  その際には、お客さまのアクセスに便利な地域(例えば山口県等)の弁護士会におい

・カードローンのご利用は、当金庫および当金庫提携金融機関のＡＴＭでご利用頂

　けます。

・当金庫ＨＰ（http://www.shinkin.co.jp/hagiyamaguchi/)より仮審査のお申込を

　することができます。

  国しんきん相談所にお問合せください。

・苦情処理措置･･･本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総合企画部

　紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業

　（9時～17時、電話:083-922-2700）までお申し出ください。

・紛争解決措置･･･東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話
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萩山口信用金庫

  て、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法

  (現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全


